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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁表面上に半導体層を形成し、
　前記半導体層上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に導電層を形成する半導体装置の作製方法であって、
　前記ゲート絶縁膜は第１絶縁膜と前記第１絶縁膜上の第２絶縁膜との積層でなり、
　前記第１絶縁膜は、スパッタ法により、Ｓｉ、酸素、窒素を主成分とし、水素を０．４
～１．６ａｔｏｍｉｃ％の濃度で含有するように作製し、
　前記第２絶縁膜は、スパッタ法により、Ｓｉ、酸素を主成分とし、水素を０．２ａｔｏ
ｍｉｃ％以下の濃度で含有するように作製することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１の絶縁膜は、ターゲットにＳｉを用い、スパッタガスとして希ガスと水素とＮ

２Ｏを用いることによって作製することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記第２絶縁膜は、ターゲットにＳｉＯ２を用い、スパッタガスとして希ガスと酸素と
を用いることによって作製することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１または請求項２において、
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　前記第２絶縁膜は、ターゲットにＳｉを用い、スパッタガスとして希ガスと酸素とを用
いることによって作製することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記ゲート絶縁膜を形成した後、前記半導体層を３５０℃以下で水素化することを特徴
とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記絶縁表面は、プラスチック基板上に設けられた絶縁膜表面であることを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）で構成された回路を有する半導体装置
の作製方法に関する。特に、本発明はプラスチック基板など耐熱性の低い基板にＴＦＴを
作製するための技術に関する。なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を
利用することで機能しうる装置全般を指し、電気光学装置、半導体回路およびそれらを搭
載した電子機器を半導体装置の範疇とする。
【０００２】
【従来の技術】
薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）は透明基板上に形成することができるので、ア
クティブマトリクス型液晶ディスプレイ（以下、ＡＭ－ＬＣＤという）への応用開発が積
極的に進められている。結晶構造を有する半導体膜（以下、結晶質半導体膜という）を用
いたＴＦＴは高移動度が得られるので、同一基板上に機能回路を集積させて高精細な画像
表示を実現することが可能とされている。特に、液晶表示装置に代表されるようにアクテ
ィブマトリクス型の表示装置において、画素部のみならず駆動回路もＴＦＴで形成する技
術が開発されている。
【０００３】
このような表示装置は大小さまざま製造されているが、特に携帯型電子装置への応用が注
目されている。携帯型電子装置では個々の部品を軽量化することが要求され、表示装置も
その例外ではないとされている。これまでは、表示装置を形成する基板として厚さ１mm程
度のガラス板が用いられていたが、軽量化のためにプラスチック基板を用いる方法が考え
られている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、結晶質半導体膜を用いるＴＦＴのプロセス温度は４００℃程度であるので、その
技術をそのままプラスチック基板に適用することは不可能となる。プラスチック基板上に
ＴＦＴを形成するには、概略３００℃以下で結晶質半導体膜やゲート絶縁膜などを形成す
る必要がある。スパッタ法による成膜技術は、比較的低温で導電膜のみならず、絶縁膜や
半導体膜を形成できる技術の一つである。しかし、スパッタ法でＴＦＴのゲート絶縁膜を
形成することは以前から試みられてきたが、必ずしも良好な特性をえることができなかっ
た。
【０００５】
ＴＦＴ特性を表す目安として、サブスレッショルド係数（Ｓ値）を上げることができる。
これは、閾値電圧近傍またはそれ以下の電圧を、ゲート電極に印加したとき流れる弱反転
状態でのドレイン電流とゲート電圧の関係から表される。通常、サブスレッショルド係数
が小さいほど高速、低消費電力のスイッチング動作が可能となる。スパッタ法でゲート絶
縁膜を形成したときのＴＦＴ特性は、例えば芹川により報告されているが（Jpn. J. Appl
. Phys. Vol. 39(2000) pp.L393-395））、ゲート絶縁膜を、ＳｉＯ2ターゲットを用い、
30％の酸素と、70％のアルゴンとのスパッタガスで成膜したとき、nチャネル型ＴＦＴに
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おいてＳ値が２．５Ｖ/decであり、ｐチャネル型ＴＦＴにおいては１．８ｅＶ/decが得ら
れたことが報告されている。
【０００６】
このＳ値の値は、表示装置などに応用する場合に必要なスイッチング特性を考慮すると必
ずしも十分なものとは言えない。スパッタ法でゲート絶縁膜を形成した場合にＴＦＴ特性
が劣化する要因は様々あると考えられるが、特に重要な要素としては当該絶縁膜中に含ま
れる水素濃度を制御することが重要であると考えられる。
【０００７】
また、結晶質珪素層中、もしくは結晶質珪素とゲート絶縁膜の界面には、多数のトラップ
が存在するため、ＴＦＴの閾値電圧（Vth）が大きくなる、あるいは高移動度が得られな
いという問題がある。結晶質珪素層中、もしくは結晶質珪素とゲート絶縁膜の界面に水素
を拡散させてトラップを終端させ、結晶質珪素膜の膜質を向上させる必要がある。
【０００８】
これまでにも膜中に添加される水素量を制御した成膜方法でＴＦＴが作製されている。例
えば特開平10-0845085号公報では、ＴＦＴの上方に、水素を含む窒化珪素膜、もしくは水
素を含む窒化酸化珪素膜からなる層間膜を形成し、前記水素を含む窒化珪素膜もしくは窒
化酸化珪素膜からＴＦＴに水素を拡散させることで、より基板温度の低い水素化処理でト
ランジスタ特性を安定化することができることを示している。但し前記水素を含む窒化珪
素膜もしくは窒化酸化珪素膜を、基板処理温度が４００℃を超えるような成膜方法で成膜
した場合、プラスチック基板に適用することが難しい。
【０００９】
本発明は、このような問題点を解決するための技術を提供するものであり、プロセス温度
の上限が低く制限されるプラスチック基板に、スパッタ成膜による絶縁膜形成して、ＴＦ
Ｔの特性を向上させることを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、スパッタ法を用い、ＴＦＴのゲート絶縁膜を形成するに当たり、成膜条件を第
一の段階と、第二の段階とに分けて行うことを特徴としている。第一の段階は、ゲート絶
縁膜に水素が０．４～１．６atomic％の濃度で含まれるように成膜するものであり、シリ
コンターゲットをアルゴンと、Ｎ2Ｏと、水素と、をスパッタガスとして用いてスパッタ
する方法を採用する。第二の段階は、ゲート絶縁膜に水素が０．２atomic％以下の濃度で
含まれるように成膜するものであり、ＳｉＯ2ターゲットをアルゴンと、酸素と、をスパ
ッタガスとして用いてスパッタする方法を採用する。
【００１１】
第一の段階は、ゲート絶縁膜中に水素を含ませることを目的とし、第二の段階は水素含有
量の少ない緻密な膜を形成することを目的とし、第一の段階で含ませた水素が外部へ放出
させないようにすることを目的とする。従って、本発明のゲート絶縁膜の構造は二層構造
で形成されるものである。
【００１２】
ゲート絶縁膜と半導体層との界面及びその近傍において、第一の成膜法によりゲート絶縁
膜に前記濃度で水素を含有させることにより、界面及び膜中の欠陥密度を低減させること
ができる。また、内部応力を緩和（小さく）して、半導体層及びその界面にかかるストレ
スを低減させ、Ｓ値のみならず閾値電圧のシフトを抑制することができる。また、ゲート
絶縁膜の第一の段階で形成される領域に含まれる水素の一部は拡散させ、半導体層の水素
化に寄与させることもできる。第二の段階で形成されるゲート絶縁膜は、相対的に緻密な
膜であり、第一の段階で形成された水素を封じ込め、外部への拡散を防ぐことで、その水
素の効果を保持することを可能としている。
【００１３】
また前記ゲート絶縁膜を形成するときの基板温度は、第一の段階及び第二の段階において
いずれも３００℃以下とする。その結果、プラスチック基板に上記二層構造のゲート絶縁
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膜を形成することができる。
【００１４】
以上に示す如く、本発明の半導体装置の作製方法は、絶縁表面上に半導体層を形成する工
程と、半導体層上にゲート絶縁膜を形成する工程と、ゲート絶縁膜上に導電層を形成する
工程とを有し、ゲート絶縁膜を形成する工程は、スパッタ法により、ターゲットにＳｉも
しくはＳｉＯ2を用い、Ｓｉ、酸素、窒素を主成分とし、水素を０．４～１．６atomic％
の濃度で含有する第１絶縁膜を形成する第一の段階と、Ｓｉ、酸素を主成分とし、水素を
０．２atomic％以下の濃度で含有する第２絶縁膜を形成する第二の段階とを有することを
特徴としている。
【００１５】
また、本発明は、低温での成膜を特徴とするため、非常にプラスチック基板に適したもの
であるが、ガラス基板や石英基板にも適用することができる。ガラス基板や石英基板に適
用する場合においても、プロセス温度の低下によるコスト低減やスループットの向上とい
った効果が得られる。
【００１６】
尚、膜中水素濃度を測定する手法として代表的なものに、SIMS分析と、水素前方散乱（HF
S）分析とがある。HFS分析とは、Ｈｅイオンを試料に照射し、散乱されたＨｅイオンのエ
ネルギーを測定し、前記エネルギー損失分から、試料組成を定量する方法である。本発明
者が膜中水素濃度をHFS分析で測定した理由は、本発明の膜のように、水素濃度が数％程
度になると、SIMS分析で測定した場合にはマトリクス効果により測定誤差が大きくなるた
め、HFS分析の方が妥当と判断したからである。又、HFS分析は、プローブであるＨｅイオ
ンはφ５～１０ｍｍの範囲でサンプル照射される。前記φ５～１０ｍｍの範囲で、膜厚が
１０ｎｍ以上であれば測定は可能である。またHFS分析する膜が、前記φ５～１０ｍｍの
範囲内に開口部などが有り、凹凸を成す場合でも、下地の影響は出るものの測定は可能で
ある。従って完成された半導体装置において、分析しようとする膜の上層を剥離し露出さ
せれば、HFS分析は可能である。
【００１７】
本明細書中で行ったHFS分析では、第二の段階において水素が０．２atomic％以下含まれ
るという結果が出ている。これは分析の誤差の為、水素が０atomic％である可能性もある
。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態について、以下に説明する。本発明のＴＦＴ作製方法の一例を図１に示
す。
【００１９】
まず、基板１０１上に下地絶縁膜１０２を形成する。基板１０１はプラスチック基板を用
い、例えば、ポリイミド、アクリル、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ポリカー
ボネイト、ポリアリレート、ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン）、ＰＥＳ（ポリエ
ーテルスルホン）、ＰＥＮ（ポリエーテルニトリル）等からなるプラスチック基板を用い
ることができる。ここでは３５０℃の熱処理に十分耐え得るポリイミドからなる基板を用
いた例を示す。
【００２０】
下地絶縁膜１０２としてはスパッタ法を用いて成膜する。プラズマＣＶＤ法を用いる場合
は基板温度を室温～３５０℃として成膜すればよい。
【００２１】
次いで、下地絶縁膜１０２上に非晶質半導体膜を公知の技術（スパッタ法、ＰＣＶＤ法、
真空蒸着法、光ＣＶＤ法等）により形成する。次いで、非晶質半導体膜を公知の技術によ
り結晶化させ、結晶質半導体膜を形成する。ただし、ポリイミド基板を用いた場合、３５
０℃を越える熱処理には耐えられないので、レーザー光の照射により結晶化させることが
好ましい。なお、レーザー光の照射により結晶化させる場合には、照射する前に非晶質半
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導体膜の含有水素量を５atomic％以下とする必要があるため、成膜直後の段階で水素濃度
が低い成膜方法、あるいは成膜条件とすることが好ましい。これには例えば、スパッタ法
でスパッタガスに水素を含まない雰囲気において成膜する、あるいはＰＣＶＤ法で、成膜
時のスパッタガスのシランを水素で希釈する方法が挙げられる。
【００２２】
次いで、結晶質半導体膜をパターニングしてＴＦＴの活性層となる半導体層１０３を形成
する。
【００２３】
次いで、半導体層１０３を覆うゲート絶縁膜１０４を形成する。（図１（Ａ））ゲート絶
縁膜１０４は、スパッタ法を用いて成膜する。このときＳｉＯ2ターゲットをアルゴンと
、酸素と、水素と、をスパッタガスとして用いてスパッタすることにより成膜する。もし
くは、シリコンターゲットをアルゴンと、酸素と、水素と、をスパッタガスとして用いて
スパッタすることにより成膜する。
【００２４】
次いで、ゲート絶縁膜上にゲート電極１０５を形成する。（図１（Ｂ））ゲート電極１０
５は、スパッタ法で形成した導電膜を所望の形状にパターニングして形成する。
【００２５】
次いで、ゲート電極１０５をマスクとしてゲート絶縁膜を自己整合的にエッチングしてゲ
ート絶縁膜１０６を形成する（図１（Ｃ））とともに、半導体層の一部を露呈させてから
半導体層の一部にｎ型を付与する不純物元素、ここではリンを添加（ドーピング）して不
純物領域１０７を形成する（図１（Ｄ））。このときｐチャネル型ＴＦＴにはレジストを
形成しておき、前記ｐ型を付与する不純物添加後に剥離する。
【００２６】
次いで、ゲート電極をマスクとしてゲート絶縁膜を自己整合的にエッチングしてゲート絶
縁膜を形成するとともに、半導体層の一部を露呈させてから半導体層の一部にｐ型を付与
する不純物元素、ここではボロンを添加（ドーピング）して不純物領域１０８を形成する
（図１（Ｅ））。このときｎチャネル型ＴＦＴにはレジストを形成しておき、前記ｐ型を
付与する不純物添加後に剥離する。
【００２７】
次いで、層間絶縁膜１１０を形成し、ソース領域またはドレイン領域に達するコンタクト
ホールを形成した後、ソース領域に電気的に接続するソース配線１１１、ドレイン領域に
電気的に接続するドレイン配線１１２を形成する。
【００２８】
次いで、ＴＦＴ特性を向上させるために水素化処理を行う。この水素化としては、水素雰
囲気中での熱処理、あるいは低温でプラズマ水素化を行う。ここでは水素雰囲気中で３５
０℃、１時間の熱処理を行う。
【００２９】
以上の作製工程により、３５０℃以下のプロセス温度でプラスチック基板上にトップゲー
ト型のＴＦＴが完成する。（図１（Ｆ））なお、水素化処理でプラズマ水素化を低温で行
えば、３００℃以下のプロセス温度でプラスチック基板上にＴＦＴが完成する。
【００３０】
本発明者は前記第一の段階で絶縁膜を形成した。前記第一の段階で形成した絶縁膜中の水
素濃度をHFSで測定した結果を図３に示す。図３（ａ）には、前記第一の段階で成膜した
絶縁膜中の水素濃度を示すHFSスペクトルを示す。このとき照射Ｈｅ++イオンビームに対
して検出角度は３０°であり、試料は法線から７５°であった。また、図３（ａ）から得
られた深さ方向の濃度分布を表１に示す。前記第一の段階における成膜条件は、ターゲッ
トにシリコンを用い、スパッタガス及び流量はＮ2Ｏ/Ｈ2＝40/30sccmとし、基板を加熱す
るガスとしてチャンバー内にＡｒを10sccm流し、成膜電力を3ｋＷとし、成膜圧力を0.4Pa
とした。
【００３１】
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【表１】

【００３２】
表１より、膜中水素濃度は測定精度より、０．４～１．６atomic％までの範囲といえる。
【００３３】
本発明者はまた、成膜時のチャンバー内のスパッタガスにおけるＨ2流量を０sccmとし絶
縁膜を成膜した。図３（ｂ）には、前記第一の段階で成膜した絶縁膜中の水素濃度を示す
HFSスペクトルを同様に示す。また、図３（ｂ）から得られた深さ方向の濃度分布を同じ
く表１中に示している。この絶縁膜の成膜は、ターゲットにシリコンを用い、スパッタガ
ス及び流量はＮ2Ｏ/Ｈ2＝50/0sccmとし、基板を加熱するガスとしてチャンバー内にＡｒ
を10sccm流し、成膜電力を3ｋＷとし、成膜圧力を0.4Paとした。表１には膜中水素濃度は
０．２atomic％以下としているが、これは検出下限以下を意味している。
【００３４】
すなわちこの膜中水素は、スパッタガスとしてＨ2を流したことにより添加されたもので
ある。Ｈ2はチャンバー内でプラズマ化するため、少なくともスパッタガスとして水素原
子を含むガスを流さない場合、膜中水素濃度は０．２atomic％以下と考えられる。また、
前記第一の段階においても、スパッタガスとして水素原子を含むガスを流していなければ
膜中水素濃度は０．２atomic％以下と考えられる。
【００３５】
このように、本明細書中における、水素ガスを用いてスパッタ成膜した時の絶縁膜は、HF
S分析による水素濃度より特定できる。その膜中水素濃度は測定精度より、０．４～１．
６atomic％までの範囲である。
【００３６】
本発明者は、以上のプロセスにおいて、ＴＦＴを作製し評価を行った。なお、下地ＳｉＯ

2、非晶質半導体、ゲート絶縁膜、ゲート電極、層間ＳｉＯ2、配線、の各層においてスパ
ッタ成膜を行ない、いずれも成膜時の基板温度を３００℃以下とした。
【００３７】
ＴＦＴ評価に際し、ゲート絶縁膜における水素添加の効果を比較するため、四つの構造の
ＴＦＴを作製した。
【００３８】
ゲート絶縁膜の積層構造において、以下説明をしやすくするために、三つのゲート絶縁膜
の構造に区別する。第一のゲート絶縁膜の構造は、前記半導体層の上に前記第一の段階で
絶縁膜を形成し、その上に第二の段階で絶縁膜を形成した構造とする。第二のゲート絶縁
膜の構造は、前記半導体層の上に前記第二の段階で絶縁膜を形成した構造とする。第三の
ゲート絶縁膜の構造は、前記半導体層の上に前記第一の段階で絶縁膜を形成した構造とす
る。
【００３９】
本発明者の作製した前記四つの構造のＴＦＴを、以下に示す。
【００４０】
第一のＴＦＴ構造は、ゲート絶縁膜が、前記第二のゲート絶縁膜の構造をなしたものであ
る。このとき、ゲート絶縁膜の膜厚は１１５ｎｍとした。
【００４１】
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第二のＴＦＴ構造は、ゲート絶縁膜が、前記第一のゲート絶縁膜の構造をなしたものであ
る。このとき、前記第一の段階で形成した絶縁膜の膜厚は２０ｎｍとし、前記第二の段階
で形成した絶縁膜の膜厚は９５ｎｍとした。
【００４２】
第三のＴＦＴ構造は、ゲート絶縁膜が、前記第一のゲート絶縁膜の構造をなしたものであ
る。このとき、前記第一の段階で形成した絶縁膜の膜厚は４ｎｍとし、前記第二の段階で
形成した絶縁膜の膜厚は１１５ｎｍとした。
【００４３】
第四のＴＦＴ構造は、ゲート絶縁膜が、前記第三のゲート絶縁膜の構造をなしたものであ
る。このとき、絶縁膜の膜厚は１１５ｎｍとした。
【００４４】
すなわち、前記第一のＴＦＴ構造、第二のＴＦＴ構造、第三のＴＦＴ構造、第四のＴＦＴ
構造は、半導体上層に、前記第一の段階で形成した絶縁膜が膜厚においてそれぞれ１１５
ｎｍ、２０ｎｍ、４ｎｍ、０ｎｍ、形成されている。
【００４５】
第三のＴＦＴ構造において、前記第一の段階で成膜する際、１１５ｎｍに比べて十分薄い
膜厚を形成する意図があったため、前記第二の段階で絶縁膜を形成する際、前記第一の段
階での膜厚を無視し、合計の膜厚が１１９ｎｍとなった。以下１１５ｎｍに比べ4ｎｍを
小さいものとし、上記第一のＴＦＴ構造～第四のＴＦＴ構造における絶縁膜の膜厚を１１
５ｎｍと考える。
【００４６】
こうして作製された、シングルゲートで長さ／幅＝８／８μｍの設計のＴＦＴ特性を、図
４，図５，図６に示す。
【００４７】
図４（ａ）、図４（ｂ）では横軸の１，２，３，４に前記第一のＴＦＴ構造から前記第四
のＴＦＴ構造まで並べており、縦軸にサブスレッショルド係数を示している。縦軸のサブ
スレッショルド係数の単位は、Ｖ／ｄｅｃである。図４（ａ）はｎチャネル型ＴＦＴ、図
４（ｂ）はｐチャネル型ＴＦＴの特性を示している。図４中には、各ＴＦＴ特性において
、角５ｉｎｃｈ基板面内１０箇所における値を示しており、特性値のバラツキは面内のシ
リコン層の厚さによるものである。すなわちシリコン層の厚さを均一にすることで、前記
特性値のバラツキは小さくなる。
【００４８】
図４（ａ）、図４（ｂ）によれば、ｎチャネル型ＴＦＴと、ｐチャネル型ＴＦＴと、共に
、ゲート絶縁膜の膜厚を一定とした場合、第二の段階で形成した絶縁膜の膜厚が大きくな
るにつれ、サブスレッショルド係数は向上する事がわかる。この水素が含まれている絶縁
膜を下層にした場合にサブスレッショルド係数が改善された理由は、絶縁膜成膜の際、非
結晶シリコン表面が水素プラズマに曝露され、電荷をトラップする結合手を水素で終端さ
れることにより、トラップの特性への影響が減ったため、と考えられる。本発明者の実験
では前記第一の段階で形成した絶縁膜は最小４ｎｍとしたが、プラズマ処理を行えば、シ
リコン上に形成されてなくてもＴＦＴ特性は向上させる可能性がある。
【００４９】
図５（ａ）、図５（ｂ）、図６（ａ）、図６（ｂ）では横軸の１，２，３，４に前記第一
のＴＦＴ構造から前記第四のＴＦＴ構造まで並べており、縦軸にゲート－ソース間のリー
ク電流値を示している。縦軸の電流値の単位は、ｐＡである。図５（ａ）、図５（ｂ）は
ｎチャネル型ＴＦＴの特性を示し、図６（ａ）、図６（ｂ）はｐチャネル型ＴＦＴの特性
を示している。また、図５（ａ）、図５（ｂ）はＴＦＴがＯＦＦの状態すなわちソース―
ドレイン間に電流が流れない場合であり、図６（ａ）、図６（ｂ）はＴＦＴがＯＮの状態
すなわちソース―ドレイン間に電流が流れる場合である。
【００５０】
図５、図６によれば、ゲート絶縁膜の膜厚を一定とした場合、第二の段階で形成した絶縁
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膜の膜厚が大きくなるにつれ、リーク電流値は小さくなる。前記リーク電流値は小さくな
る結果より、第二の段階で形成した絶縁膜は、第一の段階で形成した絶縁膜より絶縁性に
優れていることが判る。なお、図５、図６中には、各ＴＦＴ特性において、角５ｉｎｃｈ
基板面内における10箇所の値を示しており、第一のＴＦＴ構造における特性値のバラツキ
は、絶縁膜膜質の、面内不均一性によるものと思われる。
【００５１】
前記第二の段階で形成した絶縁膜のリーク電流値が小さくなる理由は、膜中窒素量による
ものと考えられる。図１４、図１５にはCVDによりシリコンウエハ上に形成された絶縁膜
のMOS電圧―リーク電流特性を示している。測定はそれぞれ電流密度1×10-6A/cm2におい
て行った。図１４には、絶縁膜中窒素濃度が大きいもの、すなわち窒素が主成分であり、
窒素濃度として約３７atomic％のものの特性を示し、図１５には、絶縁膜中窒素濃度が小
さいもの、すなわち膜中窒素原子が２×１０20atomic/cm3である膜の特性を示している。
　本発明のＴＦＴではゲート絶縁膜は１１５ｎｍであり、またこのＴＦＴが液晶を駆動さ
せるために用いられたとき、液晶を駆動させる電圧は２０Ｖであることから、通常１．７
４ＭＶ/ｃｍの電界がゲート絶縁膜にかかることになる。図１４、図１５においてこの電
界でのリーク電流を比較すれば、絶縁膜中の窒素濃度が小さい方が、リーク電流は小さい
と判断できる。
【００５２】
また、図１４から、窒素濃度が大きい絶縁膜の耐圧は、ｎ型MOS、ｐ型MOS、それぞれ6.4 
MV/cm、6.5 MV/cmであるのに対し、図１５から、窒素濃度が小さい絶縁膜の耐圧は、ｎ型
MOS、ｐ型MOS、それぞれ7.3MV/cm、8.1 MV/cmである。この結果はゲート絶縁膜が１１５
ｎｍより薄い、もしくは高い電圧を印加した場合にも、絶縁膜中の窒素濃度が小さい方が
良い絶縁特性を示している。
【００５３】
以上の結果から、ＴＦＴにおいてシリコン上にゲート絶縁膜を形成する際、第一の段階で
絶縁膜を形成することによりサブスレッショルド係数を良好にしたうえ、絶縁性に優れた
第二の段階で絶縁膜を形成する前記第一のゲート絶縁膜の構造とすれば、サブスレッショ
ルド係数において良好な特性であり、且つゲート電極―ソース電極もしくはゲート電極―
ドレイン電極のリーク電流を押さえたＴＦＴ特性を得られると考えられる。
【００５４】
第一の段階で絶縁膜を形成する目的は、非結晶シリコン表面が水素プラズマに曝露され、
電荷をトラップする結合手を水素で終端することである。本発明者は第一の段階として、
ターゲットにシリコンを用い、スパッタガスに水素と、Ｎ2Ｏと、Ａｒと、を使用した。
不活性ガスのＡｒを流す以外に、Ｎ2Ｏを流した目的は、シリコン酸化窒化膜を形成し、
不純物拡散を防ぐ為であるが、不純物拡散よりゲート電極―ドレイン電極のリーク電流を
おさえたＴＦＴを作製したいならば、Ｎ2Ｏの替わりにＯ2を流しても良い。したがってタ
ーゲットを適当なもの、例えばＳｉＯ2を用い、スパッタガスを適当なもの、例えば酸素
と、水素と、を用いて同様の組成となる膜を形成しても第一の段階と同様の効果が期待で
きる。
【００５５】
第二の段階で絶縁膜を形成する目的は、これによって絶縁性を向上させることである。こ
の成膜は、図１４，図１５に示された通り、窒素流量の少ないスパッタガス雰囲気で形成
する方法が有効である。好ましくは窒素原子を含まない雰囲気でスパッタする。第二の段
階の例として、ターゲットにＳｉＯ2を用い、スパッタガスに酸素と、Ａｒと、を使用し
ているが、ターゲットを適当なもの、例えばシリコンを用い、スパッタガスを適当なもの
、例えば酸素と、Ａｒと、を用いて同様の組成となる膜を形成しても、第二の段階と同じ
効果が期待できる。
【００５６】
特に、前記第一のゲート絶縁膜の構造において、HFS分析により膜中水素濃度を測定した
とき０．４～１．６atomic％である領域が存在し、且つ前記０．４～１．６atomic％であ
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る領域の上層にHFS分析により膜中水素濃度を測定したとき０．２atomic％以下である領
域が存在する様に形成し、作製したＴＦＴにおいて、ＴＦＴ特性を向上させるために水素
化処理を行った場合、サブスレッショルド係数において、n-ch型TFTでは０．５～０．７V
/dec、p-ch型TFTでは０．５～１.０V/dec、という良好な特性を示す。
【００５７】
以上の構成からなる本発明について、以下に示す実施例でもってさらに詳細な説明を行う
こととする。
【００５８】
【実施例】
［実施例１］
本実施例ではプラスチック基板上にＴＦＴを形成する作製工程について以下に説明する。
【００５９】
まず、有機物からなるプラスチック基板２０１を用意する。本実施例では、ポリイミドか
らなる基板２０１を用いる。このポリイミドからなる基板の耐熱温度は約３９９℃であり
、基板自体の色は透明ではなく、褐色である。次いで、基板２０１上に下地絶縁膜２０２
を形成する。この下地絶縁膜はプロセス温度が３００℃を越えない成膜方法であれば特に
限定されず、ここではスパッタ法を用いて形成した。このスパッタ法ではスパッタガスに
水素を含まない雰囲気において成膜するため、膜中水素量は５％以下である。
【００６０】
次いで、非晶質半導体膜を形成し、レーザー照射により結晶化させて結晶質半導体膜を形
成する。非晶質半導体膜はプロセス温度が３００℃を越えない成膜方法であれば特に限定
されず、ここではスパッタ法を用いて形成した。次いで、結晶質半導体膜を所望の形状に
パターニングして半導体層２０３を形成する。
【００６１】
次いで、半導体層２０３を覆うゲート絶縁膜２０４を形成する。ゲート絶縁膜はスパッタ
法を用いて成膜する（図２（Ａ））。このときシリコンターゲットをアルゴンと、酸素と
、水素と、Ｎ2Ｏと、をスパッタガスとして用いてスパッタすることにより成膜する。好
ましくは、スパッタガス及び流量はＮ2Ｏ/Ｈ2＝40/30sccmとし、基板を加熱するガスとし
てチャンバー内にＡｒを10sccm流し、成膜電力を3ｋＷとし、成膜圧力を0.4Paとする。こ
のようにして形成された絶縁膜は、HFS分析により膜中水素濃度を測定したとき０．４～
１．６atomic％である領域が存在する。なお、この絶縁膜は形成されていれば良く、膜厚
は望むべきＴＦＴ特性に応じて設計する。膜厚が厚いほど、ゲート電極―ソース電極もし
くはゲート電極―ドレイン電極のリーク電流が大きくなる傾向にある。
【００６２】
さらにその絶縁膜の上に、ＳｉＯ2ターゲットをアルゴンと、酸素と、水素と、をスパッ
タガスとして用いてスパッタすることにより絶縁膜を成膜する。好ましくは、ターゲット
にシリコンを用い、スパッタガス及び流量はＮ2Ｏ/Ｈ2＝50/0sccmとし、基板を加熱する
ガスとしてチャンバー内にＡｒを10sccm流し、成膜電力を3ｋＷとし、成膜圧力を0.4Paと
する。このようにして形成された絶縁膜は、HFS分析により膜中水素濃度を測定したとき
０．２atomic％以下となる。
【００６３】
次いで、ゲート電極２０５を形成する。（図２（Ｂ））ゲート電極２０５としては、Ｔａ
、Ｗ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｎｄから選ばれた元素、または前記元素を主成分
とする合金材料若しくは化合物材料で形成してもよい。また、リン等の不純物元素をドー
ピングした多結晶シリコン膜に代表される半導体膜を用いてもよい。また、ＡｇＰｄＣｕ
合金を用いてもよい。
【００６４】
次いで、ゲート電極をマスクとしてゲート絶縁膜を自己整合的にエッチングしてゲート絶
縁膜２０６を形成するとともに、半導体層の一部を露呈させてから半導体層の一部にｎ型
を付与する不純物元素、ここではリンを添加（ドーピング）して不純物領域２０７を形成
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する（図２（Ｃ））。このときｐチャネル型ＴＦＴにはレジストを形成しておき、前記ｐ
型を付与する不純物添加後に剥離する。
【００６５】
次いで、ゲート電極をマスクとしてゲート絶縁膜を自己整合的にエッチングしてゲート絶
縁膜を形成するとともに、半導体層の一部を露呈させてから半導体層の一部にｐ型を付与
する不純物元素、ここではボロンを添加（ドーピング）して不純物領域２０８を形成する
（図２（Ｄ））。このときｎチャネル型ＴＦＴにはレジストを形成しておき、前記ｐ型を
付与する不純物添加後に剥離する。
【００６６】
本実施例ではゲート絶縁膜のエッチングを行った後にドーピングを行ったが、ゲート電極
を形成した後、ゲート絶縁膜を通過させてドーピングを行ってもよい。この場合、不純物
元素はゲート絶縁膜を通過し、ゲート電極をマスクとして自己整合的にドーピングされる
。
【００６７】
次いで、層間絶縁膜２１０を形成し、ソース領域またはドレイン領域に達するコンタクト
ホールを形成した後、ソース領域に電気的に接続するソース配線２１１、ドレイン領域に
電気的に接続する画素電極２１２を形成する。
【００６８】
次いで、ＴＦＴ特性を向上させるために水素化処理を行う。この水素化としては、水素雰
囲気中での熱処理（３５０℃、１時間）、あるいは低温でプラズマ水素化を行う。
【００６９】
以上の作製工程により、３５０℃以下のプロセス温度でプラスチック基板上にトップゲー
ト型のＴＦＴが完成する（図２（Ｅ））。
【００７０】
［実施例２］
本発明では工程短縮、あるいは歩留まり向上等の理由で、画素部および駆動回路をすべて
、ｎチャネル型ＴＦＴで形成してもよい。このときＮチャネル型ＴＦＴを用いてＮＡＮＤ
回路、ＮＯＲ回路のような基本論理回路を構成したり、さらに複雑なロジック回路（信号
分割回路、オペアンプ、γ補正回路など）をも構成することができる。
【００７１】
なお、本実施例に示すＴＦＴは、チャネル形成領域となる半導体に周期表の１５族に属す
る元素（好ましくはリン）もしくは周期表の１３族に属する元素（好ましくはボロン）を
添加することによりエンハンスメント型とデプレッション型とを作り分けることができる
。
【００７２】
また、Ｎチャネル型ＴＦＴを組み合わせてＮＭＯＳ回路を形成する場合、エンハンスメン
ト型ＴＦＴ同士で形成する場合（以下、ＥＥＭＯＳ回路という）と、エンハンスメント型
とデプレッション型とを組み合わせて形成する場合（以下、ＥＤＭＯＳ回路という）があ
る。これらの回路を組み合わせて、液晶表示装置の駆動回路を全てＮチャネル型ＴＦＴで
構成することも可能である。
【００７３】
［実施例３］
実施例１または２により得られるアクティブマトリクス基板を用いて液晶ディスプレイを
作製する例を以下に示す。
【００７４】
実施例１または２で作製された基板を、配向膜２１２形成、ラビング処理、配向膜２１６
と対向電極２１５を備えた対向基板２１４の貼り合わせ、液晶２１３注入等の工程を経て
反射型液晶表示装置が完成する（図７（A））。
【００７５】
ここでは、画素電極２１２として、反射性を有する金属材料、例えばＡｌ、Ａｇ等を主成
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分とする材料を用いた。なお、本実施例では反射型の液晶表示装置の例を示したが、画素
電極として透明導電膜、例えばＩＴＯ（酸化インジウム酸化スズ合金）、酸化インジウム
酸化亜鉛合金（Ｉｎ2Ｏ3―ＺｎＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）等を用いれば透過型液晶表示装
置を形成することができる。
【００７６】
図７（B）には上面図が示されている。画素部、駆動回路、ＦＰＣ（フレキシブルプリン
ト配線板：Flexible Printed Circuit）を貼り付ける外部入力端子、外部入力端子と各回
路の入力部までを接続する配線８１などが形成されたアクティブマトリクス基板と、カラ
ーフィルタなどが設けられた対向基板８２とがシール材８３を介して貼り合わされている
。
【００７７】
ゲート側駆動回路８４と重なるように対向基板側に遮光層８６ａが設けられ、ソース側駆
動回路８５と重なるように対向基板側に遮光層８６ｂが形成されている。また、画素部８
７上の対向基板側に設けられたカラーフィルタ８８は遮光層と、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）
、青色（Ｂ）の各色の着色層とが各画素に対応して設けられている。実際に表示する際に
は、赤色（Ｒ）の着色層、緑色（Ｇ）の着色層、青色（Ｂ）の着色層の３色でカラー表示
を形成するが、これら各色の着色層の配列は任意なものとする。
【００７８】
ここでは、カラー化を図るためにカラーフィルタ８８を対向基板に設けているが特に限定
されず、アクティブマトリクス基板を作製する際、アクティブマトリクス基板にカラーフ
ィルタを形成してもよい。
【００７９】
また、カラーフィルタにおいて隣り合う画素の間には遮光層が設けられており、表示領域
以外の箇所を遮光している。また、ここでは、駆動回路を覆う領域にも遮光層８６ａ、８
６ｂを設けているが、駆動回路を覆う領域は、後に液晶表示装置を電子機器の表示部とし
て組み込む際、カバーで覆うため、特に遮光層を設けない構成としてもよい。また、アク
ティブマトリクス基板を作製する際、アクティブマトリクス基板に遮光層を形成してもよ
い。
【００８０】
また、上記遮光層を設けずに、対向基板と対向電極の間に、カラーフィルタを構成する着
色層を複数層重ねた積層で遮光するように適宜配置し、表示領域以外の箇所（各画素電極
の間隙）や、駆動回路を遮光してもよい。
【００８１】
また、外部入力端子にはベースフィルムと配線から成るＦＰＣ８９が異方性導電性樹脂で
貼り合わされている。さらに補強板で機械的強度を高めている。
【００８２】
以上のようにして作製される液晶表示装置は各種電子機器の表示部として用いることがで
きる。
【００８３】
また、上記液晶表示装置におけるブロック図を図８に示す。なお、図８はアナログ駆動を
行うための回路構成である。本実施例では、ソース側駆動回路９０、画素部９１及びゲー
ト側駆動回路９２を有している。なお、本明細書中において、駆動回路とはソース側処理
回路およびゲート側駆動回路を含めた総称である。
【００８４】
ソース側駆動回路９０は、シフトレジスタ９０ａ、バッファ９０ｂ、サンプリング回路（
トランスファゲート）９０ｃを設けている。また、ゲート側駆動回路９２は、シフトレジ
スタ９２ａ、レベルシフタ９２ｂ、バッファ９２ｃを設けている。なお、シフトレジスタ
９０ａ、９２ａとしては図１２に示したシフトレジスタを用いれば良い。また、必要であ
ればサンプリング回路とシフトレジスタとの間にレベルシフタ回路を設けてもよい。
【００８５】
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また、本実施例において、画素部９１は複数の画素を含み、その複数の画素に各々ＴＦＴ
素子が設けられている。
【００８６】
これらソース側駆動回路９０およびゲート側駆動回路９２は全てＮチャネル型ＴＦＴで形
成され、全ての回路は図１５（Ａ）に示したＥＥＭＯＳ回路を基本単位として形成されて
いる。ただし、従来のＣＭＯＳ回路に比べると消費電力は若干上がってしまう。
【００８７】
なお、図示していないが、画素部９１を挟んでゲート側駆動回路９２の反対側にさらにゲ
ート側駆動回路を設けても良い。
【００８８】
［実施例４］
本実施例では画素構造を図９に示し、断面構造を図１０に示す。それぞれ、Ａ－Ａ’断面
図、Ｂ－Ｂ’断面図を示した。
【００８９】
本実施例では保持容量は、第２の半導体層１００２上の絶縁膜を誘電体として、第２の半
導体層１００２と、容量電極１００５とで形成している。なお、容量電極１００５は、容
量配線１００９と接続されている。また、容量電極１００５は、第１の電極１００４及び
ソース配線１００６と同じ絶縁膜上に同時に形成される。また、容量配線は、画素電極１
０１１、接続電極１０１０、ゲート配線１００７と同じ絶縁膜上に同時に形成される。
【００９０】
また、本実施例では、不純物領域１０１２～１０１４にはｎ型を付与する不純物元素が添
加されている。なお、１０１２はソース領域、１０１３はドレイン領域である。
【００９１】
また、本実施例では、ゲート電極とソース配線を同時に形成する例を示したが、マスクを
１枚増やし、さらにゲート電極と第１の電極及び容量配線を別の工程で形成してもよい。
即ち、まず、半導体層と重なりゲート電極となる部分だけを形成し、ｎ型の不純物元素を
添加し、低温での熱処理を行った後、ゲート電極と重ねて第１の電極を形成する。この際
、コンタクトホールの形成を行うことなく、単なる重ね合わせでゲート電極と第１の電極
とのコンタクトを形成する。また、第１の電極と同時にソース配線、容量配線を形成する
。こうすることによって第１の電極及びソース配線の材料として低抵抗なアルミニウムや
銅を用いることが可能となる。また、容量配線に重なる半導体層にｎ型の不純物元素を添
加して保持容量の増加を図ることができる。
【００９２】
なお、本実施例は実施例１乃至４のいずれか一と自由に組み合わせることができる。
【００９３】
［実施例５］
本発明はアクティブマトリクス型ＥＬディスプレイに適用することも可能である。その例
を図１１に示す。
【００９４】
図１１はアクティブマトリクス型ＥＬディスプレイの回路図である。８１は画素部を表し
ており、その周辺にはＸ方向制御回路８２、Ｙ方向制御回路８３が設けられている。また
、画素部８１の各画素は、スイッチ用ＴＦＴ８４、コンデンサ８５、電流制御用ＴＦＴ８
６、有機ＥＬ素子８７を有し、スイッチ用ＴＦＴ８４にＸ方向信号線８８a（または８８b
）、Ｙ方向信号線８９a（または８９b、８９c）が接続される。また、電流制御用ＴＦＴ
８６には、電源線９０a、９０bが接続される。
【００９５】
本実施例のアクティブマトリクス型ＥＬディスプレイでは、Ｘ方向制御回路８２、Ｙ方向
制御回路８３又は電流制御用ＴＦＴ８６として実施例１で作製されるＣＭＯＳ回路を用い
、スイッチ用ＴＦＴ８４として画素ＴＦＴを用いることが可能である。すなわち、本実施
例のアクティブマトリクス型ＥＬディスプレイは実施例１～３で作製されるアクティブマ
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トリクス基板を作製した後、公知の手段によりＥＬ層を形成すれば良い。
【００９６】
［実施例６］
本発明を実施して形成された駆動回路や画素部は様々な電気光学装置（アクティブマトリ
クス型液晶ディスプレイ、アクティブマトリクス型ＥＬディスプレイ）に用いることがで
きる。即ち、それら電気光学装置を表示部に組み込んだ電子機器全てに本発明を実施でき
る。
【００９７】
その様な電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ヘッドマウントディスプレ
イ（ゴーグル型ディスプレイ）、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（モバイルコン
ピュータ、携帯電話または電子書籍等）などが挙げられる。
それらの一例を図１２及び図１３に示す。
【００９８】
図１２（Ａ）はパーソナルコンピュータであり、本体２００１、画像入力部２００２、表
示部２００３、キーボード２００４等を含む。本発明を画像入力部２００２、表示部２０
０３やその他の駆動回路に適用することができる。
【００９９】
図１２（Ｂ）はビデオカメラであり、本体２１０１、表示部２１０２、音声入力部２１０
３、操作スイッチ２１０４、バッテリー２１０５、受像部２１０６等を含む。本発明を表
示部２１０２やその他の駆動回路に適用することができる。
【０１００】
図１２（Ｃ）はモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体２２０１、
カメラ部２２０２、受像部２２０３、操作スイッチ２２０４、表示部２２０５等を含む。
本発明は表示部２２０５やその他の駆動回路に適用できる。
【０１０１】
図１２（Ｄ）はゴーグル型ディスプレイであり、本体２３０１、表示部２３０２、アーム
部２３０３等を含む。本発明は表示部２３０２やその他の駆動回路に適用することができ
る。
【０１０２】
図１２（Ｅ）はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレー
ヤーであり、本体２４０１、表示部２４０２、スピーカ部２４０３、記録媒体２４０４、
操作スイッチ２４０５等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体としてＤＶＤ（Ｄｉｇ
ｔｉａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、ＣＤ等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲー
ムやインターネットを行うことができる。本発明は表示部２４０２やその他の駆動回路に
適用することができる。
【０１０３】
図１２（Ｆ）はデジタルカメラであり、本体２５０１、表示部２５０２、接眼部２５０３
、操作スイッチ２５０４、受像部（図示しない）等を含む。本発明を表示部２５０２やそ
の他の駆動回路に適用することができる。
【０１０４】
図１３（Ａ）は携帯電話であり、本体２９０１、音声出力部２９０２、音声入力部２９０
３、表示部２９０４、操作スイッチ２９０５、アンテナ２９０６等を含む。本発明を音声
出力部２９０２、音声入力部２９０３、表示部２９０４やその他の駆動回路に適用するこ
とができる。
【０１０５】
図１３（Ｂ）は携帯書籍（電子書籍）であり、本体３００１、表示部３００２、３００３
、記憶媒体３００４、操作スイッチ３００５、アンテナ３００６等を含む。本発明は表示
部３００２、３００３やその他の駆動回路に適用することができる。
【０１０６】
図１３（Ｃ）はディスプレイであり、本体３１０１、支持台３１０２、表示部３１０３等
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大画面化した場合において有利であり、対角１０インチ以上（特に３０インチ以上）のデ
ィスプレイには有利である。
【０１０７】
以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用することが
可能である。また、本実施例の電子機器は実施例１～６のどのような組み合わせからなる
構成を用いても実現することができる。
【０１０８】
【発明の効果】
本発明によれば、低温・短時間で電気光学装置を作製することができる。そのため、歩留
まり及びスループットが向上し、製造コストを低減することが可能である。
【０１０９】
また、安価な電気光学装置を作製できるようになることで、それを表示部に用いる様々な
電子機器を安価な価格で提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　ＴＦＴの作製工程を示す図。
【図２】　　ＴＦＴの作製工程を示す図。
【図３】　　絶縁膜中の水素濃度を示すHFS分析結果を示す図。
【図４】　　本発明におけるＴＦＴのサブスレッショルド係数特性の比較。
【図５】　　本発明におけるＴＦＴの、ゲート－ソース間のリーク電流値の比較。
【図６】　　本発明におけるＴＦＴの、ゲート－ソース間のリーク電流値の比較。
【図７】　　ＡＭ－ＬＣＤの作製工程及び外観を示す図。
【図８】　　ＡＭ－ＬＣＤの回路ブロック図を示す図。
【図９】　　画素部の上面図を示す図。
【図１０】　画素部の断面図を示す図。
【図１１】　アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の回路構成を示す図。
【図１２】　電子機器の一例を示す図。
【図１３】　電子機器の一例を示す図。
【図１４】　絶縁膜中の窒素濃度が大きい場合の電圧―リーク電流特性
【図１５】　絶縁膜中の窒素濃度が小さい場合の電圧―リーク電流特性
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